
技 第  ５ ５ ３ 号

平成２８年１２月２６日

隠岐支庁関係各局長

農林水産部・土木部関係各課長

各農林振興センター所長   様

各 水 産 事 務 所 長

土木部各地方機関の長

土木部技術管理課長

委託業務における受注者が警備業者との委託契約ができない場合で、

やむを得ず自社従業員による交通誘導を行う場合の取扱いについて（通知）

 このことについて、下記のとおり定めましたので、関係職員へ周知願います。

 なお、各市町村へは別途参考送付しています。

記

１ 対象業務

 農林水産部及び土木部が発注する委託業務（建築工事に係るものを除く。）

であって、別添「適用業務一覧」で定める業務

２ 内 容

 平成 28年 3月 30日付け技第 609号「受注者が警備業者との委託契約が
できない場合で、やむを得ず自社従業員による交通誘導を行う場合の取扱い

について」の別紙の１．～６．（４．（３）を除く）の規定を準用する。

 この場合において、１．の※の「受注者（元請け）」とあるのは「受注者」

と、１．の※の「下請け」とあるのは「再委託先」と、「４．積算方法」と

あるのは「４．積上げ計上する場合の積算方法」と、５．の※１の「主任技

術者（主任技術者の専任を要しない工事は現場代理人）」とあるのは「主任

技術者又は管理技術者」と、それぞれ読み替えるものとする。

３ 積算方法

 別添「適用業務一覧」による。

４ 適 用

 平成２９年１月１日以降に起案する発注業務

 平成２９年１月１日以降に変更指示する業務

５ その他

（１）平成２９年１月１日以降の設計・測量・調査等業務委託特記仕様書（案）

に追記します。

（２）職員ポータルライブラリに以下の名称で登録します。

01-03-339【積算】自社従業員による交通誘導を行う場合の取扱いについて



適用業務一覧

・適用欄が「○」の業務が適用対象

計上方法

第１編 ○ 直接経費 安全費
安全費率
又は積上げ

第２編 ○ 間接調査費 安全費 積上げ

第３編 × － － －

洪水痕跡調査 ○ 直接経費 安全費 積上げ

河川水辺環境調査 × － － －

水質採水作業 × － － －

河川水質自動監視
装置保守点検

× － － －

水文観測 × － － －

測量業務 ○ 直接経費 安全費
安全費率
又は積上げ

「第１編　測量業務」に準ずる

地質調査業務 ○ 間接調査費 安全費 積上げ 「第２編　地質調査業務」に準ずる

設計業務 × － － － 「第３編　土木設計業務」に準ずる

第６編 ○ 直接経費 作業費 積上げ 保安要員等が特に必要と認められる場合

第７編 × － － －

港湾
　設計等業務

× － － －

港湾
　測量・調査等業務

○
直接経費

（潜水探査は、間接工事費の
共通仮設費）

安全費 積上げ
気象・海象調査、陸域環境調査、水理模型実験を除
く

港湾
　土質調査業務

○ 間接調査費 安全費 積上げ

漁港漁場整備
　設計等業務

× － － －

漁港漁場整備
　測量・調査等業務

○
直接経費

（潜水探査は、間接工事費の
共通仮設費）

安全費 積上げ 気象・海象調査を除く

漁港漁場整備
　土質調査業務

○ 間接調査費 安全費 積上げ

設計業務 × － － － 「港湾土木請負工事積算基準」等に準ずる

測量業務 ○ 直接経費 安全費 積上げ 「港湾土木請負工事積算基準」等に準ずる

地質調査業務 ○ 間接調査費 安全費 積上げ 「港湾土木請負工事積算基準」等に準ずる

調査業務 ○ 間接調査費 安全費 積上げ

測量業務 ○ 直接経費 安全費
安全費率
又は積上げ

設計業務 × － － －

現場技術業務 × － － －

記録映像制作業務 × － － －

機能診断業務（調査） ○ 間接調査費 安全費 積上げ 「第2章　調査」に準ずる

機能診断業務（設計） × － － － 「第4章　設計」に準ずる

用地測量業務 ○ 直接経費 安全費
安全費率
又は積上げ

「第3章　測量」に準ずる

用地調査業務 ○ 直接経費 作業費 積上げ 保安要員等が特に必要と認められる場合

測量業務 ○ 直接経費 安全費
安全費率
又は積上げ

「第１編　測量業務」に準ずる

地質調査業務 ○ 間接調査費 安全費 積上げ 「第２編　地質調査業務」に準ずる

設計業務 × － － － 「第３編　土木設計業務」に準ずる

第１２編 × － － － 「第３編　土木設計業務」に準ずる

第１３編 ○ 直接経費 安全費 積上げ

第１４編 × － － －

道路維持課 × 直接工事費
※

安全費
※

積上げ
※ 突発的に対応する業務について証明書類の提出は

困難であるため、適用しない

道路維持課 × 直接工事費
※

安全費
※

積上げ
※ 突発的に対応する業務について証明書類の提出は

困難であるため、適用しない

道路維持課 × － － －

道路維持課 ○ 直接経費 安全費 積上げ

道路維持課 ○ 直接経費 安全費 積上げ

道路維持課 ○ 直接経費 安全費として計上 積上げ
積算基準に安全費の記載はないが、橋梁・トンネル
点検業務に準じて直接経費に安全費を計上

道路維持課 ○ 直接経費 安全費として計上 積上げ
積算基準に安全費の記載はないが、橋梁・トンネル
点検業務に準じて直接経費に安全費を計上

道路維持課 ○ 直接経費 安全費として計上 積上げ
積算基準に安全費の記載はないが、橋梁・トンネル
点検業務に準じて直接経費に安全費を計上

道路維持課 ○ 直接経費 安全費として計上 積上げ
積算基準に安全費の記載はないが、橋梁・トンネル
点検業務に準じて直接経費に安全費を計上

河川課 × 直接工事費
※

安全費
※

積上げ
※ 突発的に対応する業務について証明書類の提出は

困難であるため、適用しない

河川課 × 直接工事費
※

安全費
※

積上げ
※ 突発的に対応する業務について証明書類の提出は

困難であるため、適用しない

砂防課 × 直接工事費
※

安全費
※

積上げ
※ 突発的に対応する業務について証明書類の提出は

困難であるため、適用しない

※本通知の適用外であるが、交通誘導員を設計計上することは可能

備考
交通誘導員を計上する費目

基準
区分

編又は
所管課

項目 適用
積算方法

業
務
委
託
積
算
基
準

測量業務

地質調査業務

土木設計業務

第４編 調査、計画業務

第５編 急傾斜地調査

用地調査等業務

下水道設計

第８編
港湾・漁港漁場
整備

第９編 空港

第１０編 農業農村整備

事
業
課
所
管
基
準

維持一括業務

除雪業務

植樹管理業務

橋梁点検業務

ダム周辺維持管理業務

砂防修繕維持一括業務

トンネル点検業務

シェッド・シェルター点検業務

大型カルバート点検業務

法面点検業務

附属物点検業務

河川維持管理業務

第１１編 森林整備

電気通信施設設計業務

電気通信施設点検業務

現場技術業務



技 第 ６ ０ ９ 号

平成２８年３月３０日

隠 岐 支 庁 関 係 各 局 長

農林水産部・土木部関係各課長

各農林振興センター所長   様

各 水 産 事 務 所 長

土木部各地方機関の長

土木部 技術管理課長 

受注者が警備業者との委託契約ができない場合で、やむを得ず自社従業

員による交通誘導を行う場合の取扱いについて（通知）

 このことについて、下記のとおり定めましたので、関係職員へ周知願います。

 なお、各市町村へは別途参考送付しています。

記

１．対象工事

   農林水産部及び土木部が発注する建設工事（建築工事を除く）

２．内 容

   「別紙」のとおり

３．適 用

   平成２８年４月１日以降起案する工事

   平成２８年４月１日以降変更（変更指示）する工事

４．その他

  （１）平成２８年４月１日以降の島根県公共工事共通仕様書特記事項に追記し

ます。

  （２）職員ポータルライブラリに以下の名称で登録します。

01-03-339【積算】自社従業員による交通誘導を行う場合の取扱いについて

写






